
　時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　日頃より当家畜市場開設に当たりましては、格別なご支援ご購買を賜り厚く御礼申し上げ

ます。

　さて、粗飼料高騰の中、弊会のセリ期間中及び残留牛の飼養においても、費用が莫大に膨

れ上がり続けております。

　この事から、弊会理事会においては、長期間かけて検討をしてまいりましたが、この度、

やむを得ず、令和５年６月１日より値上げする事を決定致しました。

　購買者各位におかれましても、大変厳しい状況にあり恐縮に存じますが、何卒、ご理解い

ただきます様お願い申し上げます。

　尚、詳細につきましては下記の通りとなりますので、ご確認方宜しくお願い申し上げます。

記

１．新飼養料金　５５０円（税込）

２．開始月日　　令和５年６月１日から

３．新規程　　　別紙のとおり。

４．参考例　　　以下のとおり。

 ※例）せり１日目６月１０日 ････　５頭

 　　　　　２日目６月１１日 ････　５頭

精算時に６月１３日分までを請求し、
６月１８日に搬出後、６月１４日～１７日分を別途請求致します。

※
ス
モ
ー

ル
牛
の
飼
養
管
理
は
出
来
ま
せ
ん
。

購買牛すべて搬出後、この間の「飼養管
理費のみ」の請求書を発行

＝5,500円

10頭×550円

２日目 ３日目

６/１２

５日目

６/１３

1日目 ４日目

せり終了直後、牛代金とともに請求書を
発行

10頭

10頭×550円

5頭

10頭 10頭 10頭

※セリ落札日に搬出した場合は飼養料はかかりません。

10頭×550円

６日目

10頭

６/１７６/１６

＝5,500円 ＝5,500円 ＝5,500円

10頭×550円
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６/１４

８日目７日目

10頭

６/１１６/１０ ６/１５

セリ１日目 セリ２日目

5頭

10頭

搬出日

購　買

残留数

飼養料

請求額

飼養管理費の値上げ及び関連する業務規程の一部改定について

＝22,000＝5,500円

１０頭×５５０円

計１０頭ご購買いただき、
６月１８日に搬出。

子牛せり市購買者 

家畜市場関係者
各位

請求
方法

セリ最終日

＝5,500円

９日目～

６/１8～

原
則
、

セ
リ
落
札
日
よ
り
８
日
間
ま
で
と

し
、

翌
日
よ
り
お
預
か
り
で
き
ま
せ
ん

が
、

や
む
を
得
え
な
い
理
由
が
あ
り
、

弊

会
が
延
長
飼
育
を
受
託
す
る
場
合
は
１
４

日
間
を
限
度
と
致
し
ま
す
。

※
こ
の
場
合
も
料
金
は
発
生
し
ま
す
。



　時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　日頃より当家畜市場開設に当たりましては、格別なご支援ご購買を賜り厚く御礼申し上げ

ます。

　さて、粗飼料高騰の中、弊会のセリ期間中及び残留牛の飼養においても、費用が莫大に膨

れ上がり続けております。

　この事から、弊会理事会においては、長期間かけて検討をしてまいりましたが、この度、

やむを得ず、令和５年６月１日より値上げする事を決定致しました。

　購買者各位におかれましても、大変厳しい状況にあり恐縮に存じますが、何卒、ご理解い

ただきます様お願い申し上げます。

　尚、詳細につきましては下記の通りとなりますので、ご確認方宜しくお願い申し上げまず。

記

１．新飼養料金　５５０円（税込）

２．開始月日　　令和５年６月１日から

３．新規程　　　別紙のとおり。

４．参考例　　　以下のとおり。

 ※例）６月１日のせりで５頭購買いただき６月９日に搬出した場合

精算時に６月３日分までを請求し、
６月９日に搬出後、６月４日～８日分を別途請求致します。

家畜市場関係者
各位
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飼養管理費の値上げ及び関連する業務規程の一部改定について

成牛せり市購買者

購買牛すべて搬出後、この間の「飼養管理費のみ」
の請求書を発行

＝2,750円

３日目 ４日目 ５日目 ７日目６日目

5頭×550円5頭×５５０円

６/７

5頭

８日目

セリ当日

６/１ ６/２ ６/３ ６/４ ６/５ ６/６

1日目 ２日目

６/８

5頭

5頭×550円 5頭×550円 5頭×550円 5頭×550円

5頭 5頭 5頭 5頭 5頭

せり市終了直後、牛代金ととも
に請求書を発行

＝2,750円 ＝2,750円

＝２，７５０円 2,750円×５日間＝13,750円

＝２，７５０円 ＝2,750円 ＝2,750円

請求
方法

※セリ落札日に搬出した場合は飼養料はかかりません。

原
則
、

セ
リ
落
札
日
よ
り
８
日
間
ま
で
と

し
、

翌
日
よ
り
お
預
か
り
で
き
ま
せ
ん

が
、

や
む
を
得
え
な
い
理
由
が
あ
り
、

弊

会
が
延
長
飼
育
を
受
託
す
る
場
合
は
１
４

日
間
を
限
度
と
致
し
ま
す
。

※
こ
の
場
合
も
料
金
は
発
生
し
ま
す
。

９日目～

６/９～

※
ス
モ
ー

ル
牛
の
飼
養
管
理
は
出
来
ま
せ
ん
。

搬出日

購買

残留数

飼養料



　時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　日頃より当家畜市場開設に当たりましては、格別なご支援ご購買を賜り厚く御礼申し上げ

ます。

　さて、粗飼料高騰の中、弊会のセリ期間中及び残留牛の飼養においても、費用が莫大に膨

れ上がり続けております。

　この事から、弊会理事会においては、長期間かけて検討をしてまいりましたが、この度、

やむを得ず、令和５年６月１日より値上げする事を決定致しました。

　購買者各位におかれましても、大変厳しい状況にあり恐縮に存じますが、何卒、ご理解い

ただきます様お願い申し上げます。

　尚、詳細につきましては下記の通りとなりますので、ご確認方宜しくお願い申し上げます。

記

１．新飼養料金　５５０円（税込）

２．開始月日　　令和５年６月１日から

３．新規程　　　別紙のとおり。

４．参考例　　　以下のとおり。

 ※例）６月１６日のせりで５頭購買いただき６月２４日に搬出した場合

精算時に６月１３日分までを請求し、
６月２４日に搬出後、６月１９日～２３日分を別途請求致します。

※セリ落札日に搬出した場合は飼養料はかかりません。

原
則
、

セ
リ
落
札
日
よ
り
８
日
間
ま
で
と

し
、

翌
日
よ
り
お
預
か
り
で
き
ま
せ
ん

が
、

や
む
を
得
え
な
い
理
由
が
あ
り
、

弊

会
が
延
長
飼
育
を
受
託
す
る
場
合
は
１
４

日
間
を
限
度
と
致
し
ま
す
。

※
こ
の
場
合
も
料
金
は
発
生
し
ま
す
。

９日目

６/２４～

※
ス
モ
ー

ル
牛
の
飼
養
管
理
は
出
来
ま
せ
ん
。

搬出日

購買

残留数

飼養料

請求額

5頭×550円

請求
方法

せり終了直後、牛代金とともに
請求書を発行

＝2,750円 ＝2,750円

＝13,750円＝2,750円

＝2,750円 ＝2,750円＝2,750円

６/２３６/１６

４日目

６/１９

５日目 ８日目６日目

６/２０ ６/２２６/２１

５頭

5頭×550円

５頭

5頭×550円

５頭

5頭×550円

5頭

購買牛すべて搬出後、この間の「飼養管理費のみ」
の請求書を発行

５頭

5頭×550円

５頭

７日目1日目

5頭×５５０円

＝2,750円

5頭

３日目

乳肥せり市購買者

家畜市場関係者
各位

飼養管理費の値上げ及び関連する業務規程の一部改定について

６/１８６/１７

セリ当日
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２日目



児
湯
地
域
家
畜
市
場
　
業
務
規
程
（
改
定
後
）
　
　
　
※
一
部
抜
粋

第
１
５
条
　

　
　
　
１
～
４
，
６
（
略
）

　
　
　
５
．
飼
養
管
理
の
受
託
は
、
セ
リ
落
と
し
当
日
よ
り
８
日
間
迄
と
し
、
そ
の
以
後
は
原
則

預
か
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
但
し
、
や
む
を
得
ず
、
購
買
者
よ
り
延
長
飼
育
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
最

長
１
４
日
間
を
限
度
と
す
る
。

　
　
　
７
．
乳
肥
素
牛
市
に
お
け
る
ス
モ
ー
ル
牛
並
び
に
和
牛
受
精
卵
ス
モ
ー
ル
牛
は
、
セ
リ
市

当
日
に
購
買
者
が
受
け
取
り
搬
出
す
る
も
の
と
す
る
。

第
１
６
条
　
飼
養
管
理
を
受
託
し
た
家
畜
が
受
託
期
間
中
に
疾
病
傷
害
等
の
損
失
を
生
じ
て
も
損

害
を
補
償
し
な
い
。

　
　
　
　
　
但
し
、
飼
養
管
理
に
失
宜
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
損
失
補
償
に
つ
い
て
委
託
者
と
協

議
す
る
。

　
　
　
　
　
尚
、
延
長
飼
養
期
間
中
の
疾
病
傷
害
等
の
損
失
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
場
合
も
損

害
を
補
償
し
な
い
。

第
２
３
条
　
徴
収
料
金
の
種
類
及
び
金
額
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。

　
　
　
　
　
入
場
料
（
略
）

　
　
　
　
　
売
買
手
数
料
（
略
）

　
　
　
　
　
飼
養
管
理
費

　
　
　
　
　
開
設
者
が
受
託
し
た
場
合

　
　
（
１
）
子
牛
市

　
　
　
　
　
セ
リ
市
最
終
日
よ
り
３
日
間
以
内
は
１
頭
５
０
０
円
（
税
抜
）
。

　
　
　
　
　
４
日
目
以
降
は
１
日
１
頭
５
０
０
円
（
税
抜
）
を
徴
収
。

　
　
　
　
　
こ
の
料
金
は
、
購
買
者
よ
り
徴
収
す
る
。

　
　
（
２
）
成
牛
市

　
　
　
　
　
セ
リ
市
最
終
日
よ
り
３
日
間
以
内
は
１
頭
５
０
０
円
（
税
抜
）
。

　
　
　
　
　
４
日
目
以
降
は
１
日
１
頭
５
０
０
円
（
税
抜
）
を
徴
収
。

　
　
　
　
　
こ
の
料
金
は
、
購
買
者
よ
り
徴
収
す
る
。

　
　
（
３
）
乳
肥
市

　
　
　
　
　
セ
リ
市
最
終
日
よ
り
３
日
間
以
内
は
１
頭
５
０
０
円
（
税
抜
）
。

　
　
　
　
　
４
日
目
以
降
は
１
日
１
頭
５
０
０
円
（
税
抜
）
を
徴
収
。

　
　
　
　
　
こ
の
料
金
は
、
購
買
者
よ
り
徴
収
す
る
。

　
　
附
則

　
　
　
１
～
３
（
略
）

　
　
　
４
．
こ
の
業
務
規
程
は
、
令
和
５
年
６
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。


